
 

平成２２年２月４日 

 

 総務大臣 

  原口 一博 殿  

 

電気通信事業紛争処理委員会 

委員長   龍 岡 資 晃 

 

 

 

答申書 

 

 

 平成２２年１月２８日付け諮問第７号をもって諮問された事案について、審議の結

果、下記のとおり答申する。 

 

記 

 

 西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）に対し諮問の趣旨によ

り業務の改善を命ずることは、適当である。 

 ただし、命令に当たっては、以下の点に留意されたい。 

１ ＮＴＴ西日本が他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の

向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備

を設置する電気通信事業者であることにかんがみ、ＮＴＴ西日本がその立場を十分

に認識しつつ命令を確実に履行するよう注視すべきこと。 

２ ＮＴＴ西日本及び地域子会社等における「法令等の遵守が徹底される体制の構

築」として講じさせる措置については、次のとおりとされるべきこと。 

①  社内における業務分掌等の観点からも必要かつ十分な措置であること。 

②  客観的な検証可能性に配意しつつ講じられること。 

 

 

003374
長方形

003374
タイプライターテキスト
別紙　２




